
宮崎県教育委員会

西都原古墳群（西都市）西都原古墳群（西都市）

高千穂の夜神楽（高千穂町）高千穂の夜神楽（高千穂町）

第三五ヶ瀬川橋梁（日之影町）第三五ヶ瀬川橋梁（日之影町）

五箇瀬川峡谷［高千穂峡谷］（高千穂町）五箇瀬川峡谷［高千穂峡谷］（高千穂町） 青島の隆起海床と奇形形波蝕痕（宮崎市）青島の隆起海床と奇形形波蝕痕（宮崎市）

椎葉村十根川（椎葉村）椎葉村十根川（椎葉村）

飫肥城跡（日南市）飫肥城跡（日南市）下水流の臼太鼓踊（西都市）下水流の臼太鼓踊（西都市）

岬馬およびその繁殖地（串間市）岬馬およびその繁殖地（串間市）

過疎化や少子高齢化の進行等、現代の社会状況の急激な変化に伴い、貴重な文化財が消滅の危機
に直面する中、文化財継承の担い手を確保し、社会全体で支える体制づくりが求められています。
こうした課題に対応すべく、平成 30 年に改正された「文化財保護法」に基づき、県内文化財の総

合的・計画的な保存・活用の促進や文化財保護行政の推進力の強化を図るため、「宮崎県文化財保存
活用大綱」を策定しました。

大綱策定の趣旨

宮崎県文化財保存活用大綱<概要版>
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美々津重要伝統的建造物群保存地区（日向市）美々津重要伝統的建造物群保存地区（日向市）

文化財の保存・活用に関する現状と課題

大綱の概要

大綱の位置付け

「宮崎県文化財保存活用大綱」

（国）「文化財保護法」 ■県政運営指針
「宮崎県総合計画
（未来みやざき創造プラン）」

■宮崎県教育委員会計画
「宮崎県教育振興基本計画」

■その他の計画
「みやざき文化振興ビジョン」
「宮崎県地域防災計画」
「宮崎県中山間地域振興計画」
「宮崎県観光振興計画」など

第 183 条の２の規定

整合

整合整合

整合

整合

整合

整合

「宮崎県
　文化財保護条例」

（個別の文化財）
「保存活用計画」

「文化財保存活用
 地域計画」
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①
文化財の保存と価値の共有化

②
文化財の継承・維持管理

③
文化財の活用

文化財の価値付けや掘り起こしが

十分とは言えない状況であるとと

もに、行政側の情報発信等が不十

分で、地域住民が文化財の価値

について十分に理解していない例

が多い。

文化財の後継者や担い手不足によ

り、継続的な維持管理や継承が困

難になってきている例が多い。

適切な文化財の活用がなされな

かった場合、文化財本来の価値が

失われ、確実に次世代へ継承され

なくなる可能性がある。

文化財専門職員が配置されていな

い市町村がある。配置されている

市町村においても、業務量に比し

て配置されている職員数が少ない

場合が多い。

大規模災害が発生した場合、文化

財の被災・被害状況が正確に把

握できないと救出が遅れ、損傷の

拡大や滅失の可能性がある。

④
専門職員と組織体制

⑤
防災・災害発生時の対応

（市町村）
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ニホンカモシカニホンカモシカ

仏像調査仏像調査

新田原古墳群（新富町）新田原古墳群（新富町）

文化財の保存・活用に関する基本方針

文化財の保存・活用を図るために講ずる措置
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①
文化財の保存と価値の共有化

④
文化財の継承・維持管理

③
文化財の活用

②
専門職員と組織体制

・文化財の調査を継続実施し、様々な資料の掘り起こしを行

うとともに、文化財の評価を行い、文化財指定等を推進

していく。

・総合的・悉皆的な調査だけでなく、各文化財の特性に応

じた調査も実施し、得られた情報を県だけでなく、市町

村とも共有していく。

・基礎資料として未指定文化財を含めた各分野の幅広い文

化財情報をリスト化し、データベースとしてとりまとめる。

・保存会などの関係機関と連携をとりながら、日頃より地域

が抱える文化財に関する課題等を共有化し、解決策を探っ

ていくとともに、民俗芸能等を披露する機会を創出するこ

とで、幅広く情報発信を行い、継承意欲の向上に繋げて

いく。

・文化財の内容や価値について、広報誌等の活用や講座の

実施、博物館等での展示のほか、インターネット等も含

めた様々な情報媒体を駆使した積極的な情報発信を行い、

多くの人が文化財の情報に触れる機会を増やしていく。

・行政機関だけでなく、教育機関・文化財関係団体等・文

化財ガイドなど文化財に関連する諸機関・諸団体と連携し

ていく。

・文化財の保存・活用が有効的・継続的に実施できるよう

適正な配置に努め、市町村に対して文化財専門職員の適

正な人員配置について指導・助言を行っていく。

・文化財関連施設、場合によっては地域振興や観光などの

部署と行政分野の垣根を越えて連携することによって、職

員の資質向上を図っていく。

基礎資料の整備
継承・維持管理のための支援

防災・防犯対策

文化財の活用
積極的な情報発信
活用のための連携

文化資源の掘り起こし
調査・研究
評価・価値付け

行政組織の体制強化
関係者の資質向上
人材確保

「宮崎の魅力ある文化財」を
　　　　　みんなで支え、確実に未来へつなぐ
～県民一人一人が、文化財を理解し、その魅力を伝え、そして活かす～

文化財保存・活用の循環

基本理念

未来へ
つなぐ

価値を
見いだす

保護体制
を整える

魅力を
伝える
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文化財の保存・活用の推進体制

防災・防犯対策及び災害発生時の対応

市町村への支援方針

令和２・３年度
　文化庁 文化芸術振興費補助金
　（地域文化財総合活用推進事業）
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多種多様で広範囲にわたる文化財

全分野を少人数でカバーする必要

性に迫られている市町村も数多く

存在する。文化財専門職員の適正

な配置及び現体制の維持・継続

に努めていく。

・文化財所有者・管理者等に対し、日頃より防災意識の啓発を図るとともに、災害に備えた

設備整備や防災・防犯計画の作成等について、指導・助言や技術的支援を行う。

・大規模災害により広範囲にわたる文化財が被災した場合、広域的組織による支援が必要で

あることから、平時より国や市町村、関係団体等と協議・調整を図り、災害時の連絡・協

力体制を構築しておく。

文化財の巡回を定期的に実施し、

所有者・関係者等に対して指導・

助言等を行う役割の文化財保護指

導委員の設置を、県だけでなく市

町村対象に拡大することを推進し

ていく。

各自治体の関係部局と連携を強化

するとともに、行政機関だけでなく、

各地域で活動する関連の民間団

体・ＮＰＯ法人・学校との連携・協

働を推進し、地域の文化財を守り

育てる強固な地盤を形成していく。

職員の資質向上を図るための研修会等を実施するととも

に、文化財の調査及び修理・保存等のため、市町村に

対しての情報提供、専門的な指導・助言等の支援を行う。

「文化財保存活用地域計画」を作成する市町村に対して、

助言や情報提供による支援を行う。

・災害発生時には、市町村と連携をとり、必要に応じて職員を派遣し、文化財及び関連施設

等の具体的な被災状況を確認し、可能な限り情報を収集する。

・大規模災害発生時には、文化財所有者をはじめ、関係団体等や消防機関等と連携を図り、

文化財レスキュー活動の掌握及び速やかな救援活動を進めていく。

①
市町村が行う保存・活用に関する支援

①
防災・防犯対策

②
文化財被害への対応

①
文化財専門職員の適正な配置

②
文化財保護指導委員の拡大

③

②
市町村の地域計画作成に関する支援

宮崎県文化財保存活用大綱 ＜概要版＞
　　　　　　　　                 令和４(2022)年３月

【問い合わせ先】宮崎県教育庁 文化財課
　　　　　　　　 〒880-8502  宮崎市橘通東１丁目９番10号
　　　　　　　　        電話：0985-26-7250  FAX：0985-26-8244
                                            E-mail：ky-bunka@pref.miyazaki.lg.jp

関係部局・民間団体との連携
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